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農業委員会だより優秀賞受賞農業委員会だより優秀賞受賞

農を楽しみ、食を考える農を楽しみ、食を考える

アグリスクール受講生募集アグリスクール受講生募集

　４月10日東京都において、第19回「農業委員会だより全国コン
クール」（全国農業会議所・全国農業新聞主催）の表彰式があり、
全国42農業委員会の応募の中から当市農業委員会だよりが優秀賞
に選ばれました。審査員の講評では、農家が必要とする各種制度
などの情報が充実しており、紙面の構成・レイアウトが高く評価
され今回の受賞となりました。
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　今年度も五所川原農林高校（校長＝佐藤晋也）と農業委員会が連携した「アグリスクール」
を開講します。このスクールは、『食と農』についての関心が高まっている今日、農業高校と
しての施設・設備を活かして、身近な課題についての体験的な学習を通して、実生活に役立つ
知識と技術を伝え地域社会との結びつきを強めていくことを目的としたものです。ぜひ皆様の
ご参加をお待ちしております。

★募集対象者：成人、または小学生。ただし、小学生は保護者と一緒の受講とします。
★募 集 者 数：３０名（受講希望者が定員を超える場合は、抽選により決定します）
★教　材　費：３,０００円（他に、受講者に準備していただくものもあります）
★申 込 方 法：４月30日㈫～５月９日㈭までに郵便、電話またはFAXで、郵便番号・住所・氏

名・年齢・性別・電話番号をお知らせください。（電話受付は平日 8：30～16：30）
★申　込　先：五所川原農林高校　担当：三上　℡37－2121　℻37－2123

五所川原市農業委員会
五所川原市字岩木町12
℡0173－35－2111（代表）
農政係（内線2774）
農地係（内線2776）

イネを育てよう①
　田植え体験
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学　　習　　内　　容担当 回 開催月日 時 間 会　 場

五農の自然を観察しよう　
　草花や山菜の観察

６月15日
（土）

13時～
15時

アイスクリームを作ろう
　小果実を使ったアイスクリーム体験と試食

７月６日
（土）

13時～
15時

石窯でピザを焼こう
　地産地消を考えたピザ作りと試食

８月31日
（土）

13時～
15時

イネを育てよう②
　稲刈り体験

９月28日
（土）

13時～
15時

そば打ちに挑戦しよう
　そば打ちの体験と試食

10月12日
（土）

13時～
15時

コンニャクを作ろう
　遊休農地を活用して作ったコンニャクイモの加工

五所川原市川倉
ふれあいセンター

五 所 川 原
農 林 高 校

五所川原市
中央公民館

11月９日
（土）

13時～
15時
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「夕市」がはじまります「夕市」がはじまります「夕市」がはじまります

６月は「農業者年金受給者現況届」の提出月です６月は「農業者年金受給者現況届」の提出月です６月は「農業者年金受給者現況届」の提出月です
　農業者年金を受けている方は毎年現況届の提出が必要となります。
　５月下旬に農業者年金基金から現況届の用紙が直接送付されますので、
６月末までに農業委員会事務局まで提出してください。なお、現況届の
用紙をなくしたなどの場合は、農業委員会事務局までご連絡ください。
【問い合わせ】 五所川原市農業委員会　℡35－2111（内線2772）

　今年度の農業委員会だよりの編集委員を紹介します。
　内容を審議し、よりよい紙面づくりに努力してまいりま
すのでよろしくお願いします。

　五所川原市地産地消を進める会（花田順子会長）では、今年も「夕
市」を開催します。地元でとれた新鮮な野菜・加工品を販売します。皆
様のご来場をお待ちしております。
　　　開催日：６月14日～11月８日までの毎週金曜日
　　　場　所：コミュニティセンター栄駐車場
　　　時　間：午後４時30分～午後５時30分
　　　　　　　（９月からは午後３時30分から午後４時30分）

★加入資格
　国民年金の第1号被保険者（保険料納付免除者を除く）で、
年間60日以上農業に従事される60歳未満の方は誰でも加入
できます。

★積立方式だから保険料をいつでも変えることができます
　自分が将来の年金給付までに原資を自ら積み立てる安定
した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上
げられることもありません。

★保険料の額は自由に決められます
　加入者自身の所得や老後設計に応じて支払保険金額が設
定でき、月額２万円から６万７千円（最高）までの間で自由
に決められ、加入後千円単位で保険料を変更することも可
能です。

★80歳までの保障付き終身年金
　年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前
に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳まで受取る
はずであった農業者老齢年金の現在価格に相当する額が死
亡一時金として遺族に支給されます。

★税制上の優遇措置があります
　支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、
所得税・住民税の節減につながります。さらに将来受け取
る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。

★手厚い政策支援（保険料の国庫補助）があります
　認定農業者で青色申告をしているなど一定の要件を備え
た農業の担い手となる方には、国から保険料の補助があり
ます。

※農業者年金に関する詳細については
農業委員会事務局農政係℡35－2111（内線2772）または最寄
の農協にお問い合わせ下さい。

　農業経営基盤強化準備金（以下「準備金」といいます。）については、租
税特別措置法第24条の２第２項（法人にあっては、第61条の２第２項又は第
68条の64第２項）の規定（以下「本規定」といいます。）により、毎年12月
31日（法人にあっては、各事業年度終了）において、準備金のうち積立てを
した年の翌年の１月１日（法人にあっては、事業年度終了の日の翌日）から
５年を経過したものがある場合、その５年を経過した準備金の金額は、事業
所得（法人にあっては、所得。以下同じ。）の計算上、総収入金額（法人に
あっては、益金の額。以下同じ。）に算入することとされています。
　平成25年は、平成19年度の農業経営基盤強化準備金制度創設以降初めて、
本規定に該当する積立てから５年を経過する準備金が生じる年であり、平成
19年に積み立てられた準備金は、本年（平成25年）に５年を経過し、平成25
年の事業所得の計算上、総収入金額に算入され、課税対象となりますのでご
注意ください。

記

１　準備金のうち、平成19年に積み立てられた準備金は、平成25年の事業所
得の計算上、総収入金額に算入され、課税対象となること。

２　農業者が、平成25年内に当該準備金を活用して、農業経営基盤強化促進
法第12条の２第２項の規定する認定計画（農業経営改善計画）等に基づ
き、準備金制度の対象となる農業用固定資産を取得し、事業の用に供し
た場合には、租税特別措置法第24条の３第１項（法人にあっては、第61
条の３第１項又は第68条の65第１項）の規定により計算した金額は、平
成25年の事業所得の計算上、必要経費（法人にあっては損金）に算入さ
れ、課税対象とならないこと。

３　準備金制度の対象となる農業用固定資産は、次のいずれかに該当するも
のであること。

　①農用地（農地、農地以外の耕作用地、採草牧草地）
　②農業用の機械その他の減価償却資産（果樹棚、ビニールハウス、用排水
路、暗きょ、トラクター、乾燥機、精米機、飼料細断機等。ただし、建
物、建物附属設備、車両、運搬具等及び中古品を除く。）

農業経営基盤強化準備金制度の運用について農業経営基盤強化準備金制度の運用について農業経営基盤強化準備金制度の運用について

農業者年金に加入しませんか？

編集委員紹介
　３月13日、14日五所川原市青年農
業会議（会長＝濱田浩平）の会員５
名が幅広い知識の習得を目的に、県
南地方の視察研修を行いました。上
北農産加工農業協同組合の前身は、
昭和15年寒冷地に住む農民の防寒衣
料の補強と、軍納することを目的に
めん羊組合として発足し、その後に
おいても羊毛加工工場を設置し当時

不足していた毛糸センター等飼育農家に還元する方法を取り、飼育農家
に喜んでもらうと共に設立の目的を果たしてきていました。しかし、終
戦後の日本経済の立ち直りは驚くほど早く、繊維衣料がやがては豊富に
出回るようになり、組合事業経営を圧迫されることになったことから、
羊毛加工事業を昭和36年度に中止することになりました。同年、青森県
経済連と醤油委託販売契約により、農業協同組合として日本で初となる
醤油製造に取り組み、原料を十和田産の大豆（おおすず）、小麦（ねば
りごし）を使用し、広く県内に供給することとなり、このことが契機と
なって需要が増えるに従い醤油醸造設備の拡張、品質改良に取り組んで
いました。また、昭和40年食生活改善の一環として動物タンパク質摂取、
ことに地元で生産されるめん羊の肉を美味しく食べれるようにとの願い
のもとに焼肉のたれ「スタミナ源たれ」を新発売したところ、大好評と
なり消費者及び取引先から広く好評を得ていました。この他にも県産品
と国内産品を使用した醤油を製造し、原料である大豆及び野菜の残渣は、
肥料工場で土壌改良剤を作り再利用するなど自然に優しいリサイクル工
法を手がけていました。

五所川原市青年農業会議県南地方視察

伊藤鐵男委員

桑田哲明委員

長利藤雄委員

中川満善委員

白戸裕丈委員

松本和春委員

積立てから５年を経過した農業経営基盤強化準備金の考え方

（例）平成19年に積み立てて、５年を経過した場合の取扱い

：積み立てた準備金

1

：その年に有する準備金

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4

5 5

6

１年目

20年

２年目

21年

３年目

22年

４年目

23年

５年目

24年 25年

積み立てた年

19年

Ｈ25年（事業年度）に５
年を経過し、当該年
（事業年度）の所得の計
算上、総収入金額（益
金）に算入

Ｈ19年（事業年度）に積み立てた準備金を必要経費（損金）に算入
するには、Ｈ25年末（事業年度末）までに、農業経営改善計画等
に基づき、農用地や農業用機械等を取得する必要があります。
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平成25年5月現在平成25年5月現在平成25年5月現在平成25年5月現在
　下記の農地について、受け手を捜しています。価格等の条
件は交渉できる場合もあります。農地の位置図もありますの
で興味のある方は、事務局農地係へご連絡ください。

※農地を売りたい貸したい方、買いたい借りたい方は、農業委
員会にご相談ください。

持子沢字三原

高野字北原

高野字柳田

前田野目字長峰

羽野木沢字隈無

原子字紅葉

毘沙門字上熊石

金木町川倉宇田野

金木町芦野

梅田字福浦

藻川字間手川

飯詰字狐野

飯詰字桜田

金木町嘉瀬萩元

金木町芦野

下岩崎字尾花原

下岩崎字駒返

金木町嘉瀬上端山崎

長富字鎧石

小曲字沼田

神山字山越

神山字山越

金木町嘉瀬駒留

金木町嘉瀬駒留

金木町喜良市坂本

金木町喜良市坂本

金木町喜良市坂本

金木町喜良市坂本

高瀬字鷹ノ爪

原子字山元

金木町芦野

俵元字松代

原子字紅葉

豊成字田子ノ浦

金木町嘉瀬雲雀野

金木町喜良市坂本

金木町喜良市坂本

金木町芦野

金木町芦野

原子字志多

沖飯詰字霞

金木町芦野

桜田字鴻ノ巣
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畑
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畑
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畑
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139.5

4.0

53.1

18.3

65.8

19.4

27.9

11.3

19.8

30.1

138.5

24.9

31.3

3.5

40.8

22.05

19.13

30.99

65.0

8.5

63.2

73.09

 1.70

 3.92

19.17

13.63

13.71

25.90

25.27

31.66

 9.50

0.67

32.54

 2.15

  8.41

19.50

10.61

9.10

15.62

 0.72

20.56

10.39

4.84

休耕田

原野化

休耕畑

休耕畑

休耕畑

りんご

水　稲

休耕畑

休耕畑

麦

麦

水　稲

水　稲

りんご

休耕田

水　稲

水　稲

休耕畑

休耕畑

休耕畑

休耕畑

そ　ば

休耕畑

休耕畑

休　耕

休耕畑

休耕畑

休耕畑

休耕畑

休耕畑

休　耕

水　稲

野　菜

休耕畑

55万円

標準

15万円

交渉次第

30万円

1万円

1.2万円

畑との交換希望

標準

標準

5.5万円

交渉次第

20万円

20万円

全部で米４俵

交渉次第

無償貸与

売渡20～25万

交渉次第

交渉次第

５千円～１万円

５千円～１万円

５千円

応相談

15万円

無償貸与

応相談

応相談

応相談

応相談

応相談

交渉次第

交渉次第

交渉次第

交渉次第

交渉次第

交渉次第

売渡

貸付

売渡

貸付

売渡
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貸付

交換

貸付
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貸付
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貸付
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貸付
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貸付

貸付
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貸付

売渡

貸付

売渡

売渡

貸付

売渡

貸付

売渡

売渡

貸付
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貸付
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売渡
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各種申請書の受付締め切り日について各種申請書の受付締め切り日について

○平成25年5月農地部会・農業振興部会
【5月21日（火）】場所：五所川原市民学習情報センター
○平成25年６月農地部会・農業振興部会
【6月20日（木）】場所：五所川原市民学習情報センター
※法令により総会・部会等の会議は公開されております。
また、会議録は農業委員会事務局にて閲覧できます。

【問い合わせ先】市農業委員会  ℡ 35－2111  内線2772

　当委員会では各種申請書の受付締め切り日を次のよ
うに設定しています。
◎農地法第４条申請書、第５条申請書
•農地を農地以外のものとして使用する場合
　例：住宅建築・車庫・店舗
　毎月末日締め切り（末日が市役所閉庁日の場合は翌日）
◎農地法第３条申請書、農用地利用集積計画書の同
意、競売・公売買受適格証明願
•農地を農地として貸借・売買する場合、競売・公売
の入札に参加する場合
　毎月５日締め切り（５日が市役所閉庁日の場合は翌日）
◎あっせん申出書
•あっせんにより農地を貸借・売買する場合
　毎月15日締め切り（15日が市役所閉庁日の場合は翌日）

　農業委員会では、農林水産省経済局長通知に基づき
農業委員会の適正な事務実施についての「平成24年度
の目標及びその達成に向けた活動の点検評価」と「平
成25年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を策
定しました。
　計画の概要につきましては、
・農業委員会事務局（市庁舎３階）
・農業委員会金木支所
・農業委員会市浦支所　で閲覧できます。
　ご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
【問い合わせ先】
五所川原市農業委員会　℡ 35－2111  内線2771

【問い合わせ先】
市農業委員会農地係　℡35－2111　内線2776

※許可のポイント、申請から許可までの流れ、必要
　書類一覧表等については、農業委員会に備えてい
　ます。

1/11/11/11/1
H24H24H24H24 4444
第41号第41号第41号第41号

認定農業者の相談

農業委員活動の点検・評価及び
活動計画を策定しました。
農業委員活動の点検・評価及び
活動計画を策定しました。

　農業委員会では、認定農業者を希望する農業者の
方々に対し、「農業経営改善計画認定申請書」の記入
方法等について、相談日を設けております。（※金木
地区、市浦地区の方は、各支所で受け付けております。）
　相談日については、事前の予約が必要となりますの
で、農業委員会、各支所へ電話にてお申し込みくださ
い。※生産調整の達成、未達成は問いません。

5/15/15/15/1
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